
９月になり、秋の声を聞いたとはいえ暑い日が続いています。
さて今回は来年の１０月から東京都へ乗り入れ規制される都の排気ガス規制と、もうすでに車検継続時に
車検証備考欄に排出基準適否並びに使用最終日が記載されるようになったNＯｘ・ＰＭ法について比較

しながら再度ご紹介したいと思います。

都の排気ｶﾞｽ規制条例とＮＯｘ・ＰＭ法の比較の話

3文字) Ｙ-．Ｘ-．Ｑ-．Ｌ-．Ｊ-．Ｈ-．Ｔ-．Ｍ-．Ｚ-

以上簡単に比較しました。今度は実際にＮＯｘ・ＰＭ法の規制をすでに受けている車検証をもとに考えてみましょう。
右の車検証は8月末に
車検を行ったものです。
ＮＯｘ・ＰＭ法の排気ｶﾞｽ
基準値を満たさない為
車検証の備考欄に
使用最終日が記載
されています。
つまり平成18年9月3日
以降対策地域内では
車検が取れないことに
なります。
更に型式識別記号が
KC-ですので、都の条例
の排気ｶﾞｽ基準値も
満たしておらず
平成15年10月から都内
を運行出来なくなります。
都内を運行するには、
都指定のPM減少装置
を取付すれば運行は可能ですが、使用の本拠を変更しない限りＮＯｘ・PM法で、この車は4年後に使用出来なく
なります。現在埼玉・千葉も東京都と同様な乗り入れ規制を行う予定です。更に神奈川県でもまだ決定はして
いませんが、同様な乗り入れ規制を行う可能性があります。PM減少装置の装着に関してはＮＯｘ・PM法の
使用可能最終日などを充分考慮され、車の買い替え時期を含め計画を立て装着する事をお薦めします。
国際ｻｰﾋﾞｽではPM減少装置の販売・取付を行っています。
ご不明な点、分からない事等ありましたら是非ご相談ください。

平成17年4月1日以降に強化予定

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾆｭｰｽVOL23を参照してください。

都知事が指定したPM減少装置

ＮＯx・ＰＭ法

平成15年10月から
新車登録から7年の猶予期間

現在のところ無し

2002/9/30

都の排気ガス規制 (短期規制)

ＫＮ-．ＨＴ-．ＨＵ-．ＫＨ-．ＨＤ-．ＫＥ-．ＨＡ-．ＫＤ-

記号なし．ＫＰ-．ＨＷ-．ＫＥ-．ＨＡ-．ＫＡ-．Ｓ-．Ｐ-

Ｎ-．Ｋ-．ＫＱ-．ＨＸ-．ＫＪ-．ＨＥ-．ＫＦ-．ＨＢ-

ＫＲ-．ＨＹ-．ＫＧ-．ＨＣ-．ＫＣ-．Ｗ-．Ｕ-．ＫＭ-

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車
乗用車は規制対象外

Ｕ-．Ｗ-等(平成8年10月以前に登録した車)
ＫＡ-．ＫＢ-．ＫＣ-

VOL.28

国際サービスシステム（株）

指示・勧告し、従わないときには氏名公表の

都内全域(島嶼を除く)

処置及び罰則はありません。

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車
乗用車も規制対象

(一部のﾊﾞｽ.ﾄﾗｯｸでｶﾞｿﾘﾝ又はLPG車含む)

分類番号(最初の数字) (一部5.7)
1.2.4.6.8ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの

規制対象車型式の
識別記号

(車検証型式欄の始め
のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字又は

規制対象車

都内の運行の禁止 対策地域内での車検登録ができない

現在のところ無し

1.2.3.4.5.6.7.8

平成14年10月1日から
車種及び初年度登録日に応じた猶予期間
首都圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)

対策地域

規制開始時期

違反した場合の
従わないときには、違反者の氏名公表、罰則
(50万以下の罰金)の適応があります。

運行責任者には運行禁止命令を出します。

後付け装置の有無

規制内容

適応があります。

処置及び罰則

排出基準を達成できる 有り

今後の規制強化の

有無
有り

荷主には違反しない自動車を使用するよう


